
  

※医療費の支給を受けるためには、対象となる医療の障害部位が記載されている身体障害

者手帳を前もって取得している必要があります。  

  

  

 
  

※和歌山県では特例として、緊急性があり命に支障をきたす恐れがある場合など、やむを

得ない場合のみ、心臓、じん臓、肝臓、免疫機能障害の４障害に限り、身体障害者手帳

と更生医療の同時申請を認めており、身体障害者手帳の交付日を医療の開始日まで遡及

しています。  

  

  

  

  

➢更生医療開始日（入院日、手術日等）以前に身体障害者手帳の交付を受けている必要が

ありますので、医療開始日までに速やかに申請を行い、手帳を取得してください。  

➢身体障害者手帳の審査及び交付は、和歌山県障害児者サポートセンターで行いますの

で、医療開始日までにセンターで申請書類を受理する必要があります。  

➢診断書の内容によっては、手帳の交付に時間がかかることがありますので御了承くださ

い。  

  

     

    

   


